
 

1

○茨城県立医療大学付属病院診療用放射線の安全利用のための指針 
                                    

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 本指針は，医療法施行規則の一部を改正する省令（平成 31 年厚生労働省令第 21 号）に基づき，茨城県

立医療大学付属病院（以下「付属病院」という。）における診療用放射線に係る安全管理体制に関する事項に

ついて定め，診療用放射線の安全で有効な利用を確保することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 本指針において用いる用語の定義は法令に定めるところによる他，次のとおりとする。 

(1) 「放射線診療」とは，放射線の人体への照射又は診療用放射性同位元素の人体への投与を伴う診療をい

う。 

(2) 「医師等」とは，医師又は歯科医師をいう。 

(3) 「管理・記録対象医療機器等」とは次に掲げる医療機器等をいう。 

  イ 全身用 X 線 CT 診断装置 

  ロ X 線 CT 組合せ型 SPECT 装置 

  ハ 診療用放射性同位元素 

  二 その他必要に応じて，医療放射線安全管理責任者が指定する医療機器 

（適用範囲） 

第３条  本指針は，付属病院における診療用放射線の利用に関わるすべての業務に適用される。 

（遵守等の義務） 

第４条 放射線診療に関わる者は本指針を遵守し，診療用放射線に係る安全の確保に努めなければならない。 

（他の規定との関連） 

第５条 診療用放射線の安全利用に関する事項は付属病院放射線障害予防規程その他付属病院の関連する定めに

 従う。 

 

第２章 組織及び職務 

（医療放射線安全管理責任者） 

第６条 病院長は，診療用放射線の利用に係る安全な管理のための責任者（以下「医療放射線安全管理責任者」

という。）を置く。 

２ 医療放射線安全管理責任者は診療部放射線科医をもって充てる。 

３ 医療放射線安全管理責任者は，診療用放射線の安全利用のため，次に掲げる事項を行う。 

(1) 診療用放射線の安全利用のための指針の策定 

(2) 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施 

(3) 管理・記録対象医療機器等を用いた放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録 

(4) 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施 

(5) 放射線診療に関する有害事象等の発生時の対応 

(6) 診療用放射線の安全利用に関する情報収集並びに必要な情報の周知 

  (7) その他診療用放射線の安全利用について必要な業務 
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（医療放射線管理委員会） 

第７条 病院長は，診療用放射線の安全利用に係る管理に関し必要な事項を審議するため，医療放射線管理委員

会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は以下に掲げる事項を審議する。 

イ 本指針の改定 

ロ 放射線診療のプロトコルの確認 

ハ 被ばく線量管理の確認 

ニ 放射線診療に関連する有害事象等の発生時の対応 

ホ その他診療用放射線の安全利用について必要な事項 

３ 委員会の構成員は以下の通りとする。 

(1) 医療放射線安全管理責任者 

(2) 診療部医師 1 名 

(3) 医療技術部長 

(4) 医療技術部放射線技術科長 

(5) 看護部看護師 1 名 

(6) 放射線取扱主任者 

(7) 放射線安全管理者 

(8) その他病院長が必要と認めた者 

４ 委員長は医療放射線安全管理責任者が就任する。 

５ 委員長は委員会を召集し，これを主催する。 

６ 委員会は定期開催する他，委員長が必要と認めたときに開催する。 

７ 委員長は委員会の議事等を病院長に報告する。 

８ 病院長は，委員会が診療用放射線の安全利用に関して行う意見具申を尊重しなければならない。 

   

第３章 診療用放射線の安全利用のための研修 

（診療用放射線の安全利用のための研修） 

第８条 病院長は，下記の表のとおり診療用放射線の安全利用のための研修を受講させなければならない。 

２ 医療放射線安全管理責任者は，診療用放射線の安全利用のための研修を，１年度１回以上定期的に実施す

る。また，必要に応じて臨時に実施する。 

３ 医療放射線安全管理責任者は，診療用放射線の安全利用のための研修を実施したときは次に掲げる事項につ

いて，診療用放射線の安全利用のための研修の実施記録を作成する。 

(1) 開催日時 

(2) 講師氏名 

(3) 受講者所属，氏名 

(4) 研修内容 

４ 診療用放射線の安全利用のための研修は，付属病院が実施する他の医療安全に係る研修又は放射線の取扱い

に係る研修と併せて実施することができる。 

５ 付属病院以外の関係学会等が実施する診療用放射線の安全利用のための研修を受講した場合は，当該研修の

受講をもって付属病院が実施する研修の受講に代えることができる。この場合において，当該研修を受講した
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者は，当該研修の開催場所，開催日時，受講者氏名，研修内容等が記載された受講を証明する書類を医療放射

線安全管理責任者に提出するものとする。 

 

表 診療用放射線の安全利用のための研修 

内容 

対象 
医療被ばくの
基本的考え方 

放射線診療の
正当化 

放射線診療の
防護の最適化 

放射線障害が
生じた場合の

対応 

放射線診療を 
受ける者への 
情報提供 

医療放射線 
安全管理責任者 〇 〇 〇 〇 〇 

放射線診療を 
指示する医師等 〇 〇 － 〇 〇 

放射線診療を 
実施する医師等 〇 〇 〇 〇 〇 

診療放射線技師 〇 － 〇 〇 〇 

放射線診療を受ける者への 
説明等を実施する看護師等 〇 － － 〇 〇 

放射性医薬品等を 
取り扱う薬剤師 〇 － 〇 〇 〇 

○は受講必須 

 

第４章 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策 

（診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策)  

第９条 医療放射線安全管理責任者は，管理・記録対象医療機器等を用いた診療用放射線の安全利用を目的とし

た改善のための方策を行う。 

２ 関係学会等の策定したガイドライン等を参考に，関係者と協働して管理・記録対象医療機器等を用いた放射

線診療における被ばく線量を適正に管理し，放射線診療を受けた者の被ばく線量を記録する方法等を定める。 

３ 線量を表示する機能を有しない機器を用いる場合は，被ばく線量の記録を行うことを要しない。 

４ 管理・記録対象医療機器等のそれぞれについて線量管理及び線量記録の方法を示す。 

（線量管理） 

第１０条 線量の管理は，次の事項について実施する。 

 (1) 放射線診療における被ばく線量の評価 
(2) 診断参考レベル等を適切に運用することによる線量の最適化 

(3) 放射線診療の品質の維持・向上のための方策 

(4) その他診療用放射線の安全利用のために必要な事項 

（線量記録） 

第１１条 線量の記録は，次の事項について実施する。 
(1) 放射線診療に関わる診療放射線技師が放射線診療を受けた者の被ばく線量を記録する。 

(2) 関係学会等の策定したガイドライン等を参考に，当該放射線診療を受けた者を特定し，被ばく線量を検証

できる様式を用いて行う。 

(3) 線量記録の保管期間は診療録の保管期間に準ずるものとする。 

 

第５章 放射線診療に関する有害事象等の発生時の対応 
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（放射線診療に関する有害事象等の発生時の対応） 

第１２条 放射線の過剰被ばくなど，放射線診療を受けた者に何らかの不利益（有害事象）が発生した場合又は

そのおそれがある場合は，これを認識した者は当該診療を受けた者の主治医及び医療放射線安全管理責任者へ

その旨を報告する。 

２ 医療放射線安全管理責任者への報告は，放射線診療に関する有害事象等の報告書に記載することにより行

う。ただし，緊急を要する場合には速やかに口頭で報告し，その後に遅滞なく報告書を提出する。 

３ 報告を受けた医療放射線安全管理責任者は，必要に応じて委員会及び病院長に報告する。 

４ 医療放射線安全管理責任者は，当該放射線診療を指示し及び実施した医師等並びに関係者と協働し，当該事

象が医療被ばくに起因するかどうかを判断する。 

５ 医療放射線安全管理責任者は，有害事象等が医療被ばくに起因すると判断した場合，当該放射線診療を指示

し及び実施した医師等並びに関係者と協働し，有害事象等について検証する。 

６ 有害事象等の検証は以下により行い，医療放射線安全管理責任者はその内容を放射線診療に関する有害事象

等と医療被ばくの関連性の検証報告書に記載する。 

(1) 医療被ばくの正当化及び最適化が適切に実施されたか。 

(2) 組織反応が生じるしきい値を超えて放射線を照射していた場合は，救命等の診療上の必要性によるもので

あったか。 

(3) その他必要な内容。 

７ 医療放射線安全管理責任者は，前項の検証を踏まえ，同様の医療被ばくによる有害事象等が生じないよう，

改善・再発防止のための方策を立案し委員会に報告する。 

 

第６章 医療従事者と放射線診療を受ける者との情報共有 

（放射線診療を受ける者に対する説明の対応者） 

第１３条 診療を受ける者に対する説明は医師等が責任を持って対応すること。 

２ 診療放射線技師及び看護師等（診療用放射線の安全利用のための研修を受講した者に限る）は，診療を受け

る者に対する説明を補助することができる。ただし，当該放射線診療の正当化に関する事項の説明は放射線診

療を指示した医師が行う。 

（放射線診療を受ける者に対する説明方針） 

第１４条 放射線診療を受ける者に対する診療実施前の説明は次に掲げる事項について行う。 

(1) 当該放射線診療により想定される被ばく線量とその影響（組織反応及び確率的影響） 

(2) リスク・ベネフィットを考慮した当該放射線診療の必要性（正当化に関する事項） 

(3) 付属病院で実施している医療被ばくの低減に関する取り組み（最適化に関する事項） 

(4) その他放射線診療を受ける者に対する診療実施前の説明として必要な事項 

２ 管理・記録対象医療機器等を用いた放射線診療については，当該放射線診療を指示した医師等が放射線診療

実施前の説明と同意に関する事項を記録する。救命等のためにやむを得ず十分な実施前の説明ができない場合

は，その旨を記録する。 

３ 放射線診療実施後に放射線診療を受けた者から説明を求められた場合は上記の事項に沿って対応する。 

（放射線診療を受ける者等への本指針の閲覧） 

第１５条 放射線診療を受ける者及びその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合，委員会で協議の上，必

要と認めた時はこれに応じて医療放射線安全管理責任者が対応する。  
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附則 

本指針は，令和２年４月１日から施行する。 

 


